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情報開示

情報の流れ（収集・報告・連絡）

情報開示に関する報告・連絡

取締役会 ：原則、月１回開催され会社法等で定められた事項および経営に関する重要事項について審議、議決。

経営会議 ：原則、月１回開催され、常勤取締役とCEOの指名する執行役員、常勤監査等委員で構成され、経営の重
要事項および経営の全般的方針等取締役会への付議提案すべき事項他、経営・業務執行の意思決定
を行う会議。

適時開示に係る情報はディスクロージャー規程により定められた報告ルートにより情報開示責任者である
コーポレート本部長に集中され代表取締役への報告後、情報開示されることとなります。

決定事実に係る情報
発生事実に係る情報

取締役会
経営会議

連結子会社に係る情報

Ⅰ. 情報収集の主要会議体

Ⅱ. 情報開示のための情報の流れ

適時開示体制の模式図


